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              午前９時２８分 開会 

○山本委員長 おはようございます。 

 ただいまの出席は６名です。定足数に達しておりますので、これより総務産業委員会を開会い

たします。 

  ************************* 報告事項 ************************** 

 本日の委員会は、レジュメに記載の順番に閉会中の継続審査事件に関する調査研究を行います

が、まず執行部の報告事項からお受けいたします。 

○野道企画課長 まず、２月定例会に上程させていただく予定の３議案について御報告させてい

ただきます。 

 １件目でございますが、備前市過疎地域自立促進計画に新たに事業を盛り込み、事業に対する

行財政上の特例措置を受けるための変更議案でございます。 

 追加する事業は、総合運動公園多目的競技場改修事業、東鶴山地区の幼保一体型施設整備事

業、旧吉永幼稚園解体事業、日生中学校長寿命化改良事業及び学力向上実践研究事業でございま

す。 

 ２件目ですが、岡山との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の変更議案でございます。 

 連携協約の取り組みに新たに圏域内市町の職員の育成の項目を追加するものでございます。具

体的には、人事交流と研修による職員の育成を目的とする事業でございます。 

 ３件目でございますが、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正に係る議案でございます。さきの総務産業委員会で御指摘のありました市政アドバイザーへ

の報酬支払いのための条例改正でございます。 

 以上、３議案を２月定例会に提案させていただく予定ですので、御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

 続きまして昨年ミサワホーム株式会社様、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様より連携

協定の提案がございました。ミサワホーム様とは本市のまちづくりや地域活性化などを目指しグ

ループ内の株式会社ミサワホーム総合研究所様及びミサワホーム中国株式会社様の３社と連携協

定を結ぶこととしました。 

 また、あいおいニッセイ同和損保様とは地方創生の実現に資することを目的とした連携協定を

結ぶこととしました。 

 協定の締結式は１月３１日にあいおいニッセイ同和損害保険株式会社、それから２月６日にミ

サワホーム株式会社と実施しております。 

 それから、３点目でございますが、韓国蔚山にございます蔚山科学大学校と言語教育や学問の

発展、グローバル人材の育成と友好強化を目的とする協力協定締結に向けた協議を行い、その覚

書を交わす準備をしておるところでございます。 

 それからもう一件ですが、市政アドバイザーでございますが、備前焼関係の方ということで和
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気町在住の目賀道明氏を予定していまして、今調整をしておるところでございます。 

 以上です。 

○石原総務課長 総務課から次期２月定例会に提出を予定しております条例改正について報告さ

せていただきます。 

 備前市一般職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部改正でご

ざいます。 

 これは臨時職員の賃金額を改正しようとするもので、さきの１１月定例会で国家公務員の給与

改定に準じた市職員の給与条例の改正をいただいております。この改正と同様の改正の趣旨によ

り、４月１日の施行の条例改正を予定しているところでございます。よろしくお願い申し上げま

す。 

○山本委員長 ほかに執行部からの報告はございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 委員の方は質疑。 

○尾川委員 まず１点目が岡山市の連携都市か、協定の人事交流というて発言があったんじゃけ

ど、ちょっと言うてほしいことが１つある。教員の人事交流も岡山市独自で採用して人事やるよ

うになっとる。ここは教育委員会じゃねえから関係ねえかもしれんけど、ただ職員の交流だけじ

ゃなしに連携協定ということでその辺の取り組みをたまには言うてくだせえ。じゃねえと、岡山

市だけがどんどん人を集めて、ちょっとその辺クレームをつけてほしいんじゃけどなあ。知っと

る、教員の採用を岡山市だけ岡山市教育委員会でやっとるわけ。人事交流も他市には出ん、岡山

市内だけで動かすということになるわけ。やっぱり岡山県全体の教育ということを考えてもらえ

んかなあ。御意見聞かせてほしい。 

○野道企画課長 教員につきましては協約の中でうたわれてございませんでしたので、何ともち

ょっと申しわけないんですが。 

○尾川委員 だから、うたわれてねえというたらうたうように少し切り崩してほしいということ

を言よるわけじゃ。知っとるように備前市は教科書選定でも孤立するようなことをしてきとるわ

けじゃ。そんなことをしたらやっぱり人材育成できんよ、偏って。だから、その辺をよう言うて

ほしいということを言よるわけ。ただ、職員の人事交流だけにとどまらず学校の先生の交流なん

かもどんどんやってレベルを上げていくように。そら、先生も備前市への来手がねえんかもしれ

ん。だけど、やっぱりある程度人事交流して、その義務教育ぐらいはな。そら、私立の学校なら

ええけど。やっぱりある程度交流して、手を携えてというふうにしてくれえということを言うて

ほしいと思うんよ。ただ単に職員だけにとどまらずな。それを言よるわけですよ。 

○野道企画課長 機会を見ましてちょっと事務局のほうにまた申し入れをさせていただくととも

に教育部門のほう、こちらのほうからもそういったことも言っていただけるように話をしてみた

いと思います。 
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○尾川委員 要望じゃけど、ぜひそういう少し余り狭え範囲で見ずにもっと広範囲に見て、やっ

ぱり一極集中じゃなしに、東京というけど、岡山も一緒なんじゃ。倉敷は人が減ってきよる言よ

るけどね。だから、岡山市なんかのデータ見たら要するに岡山市外から集まってきとるというデ

ータが出とるわけじゃから、そういうことからしたら余り無理して引っ張り回さずにぼちぼちな

ぜるぐらいの配慮が必要なということを少しは会議で言うてもろうて、一緒に行きましょうとい

うたら今の時代なかなかそんなこといかんけど、やっぱり力ある者勝つんじゃけど、そういうこ

とを少し先生、ただ職員じゃなしに教員の人事にもちょっと介入してほしいということ。 

○野道企画課長 先ほども言いましたように、事務局のほうを通してちょっと申し上げてみたい

と思います。 

○山本委員長 ほかに。 

○森本副委員長 市政アドバイザーなんですけど、備前焼って大まかに言われたけど、もうちょ

っと詳しく教えてください。 

○野道企画課長 今回考えておりますのは備前焼の研究をされておられる方ということになりま

すので、販売促進とか、そういった方面ではなく、歴史であるとか、美術的な価値であるとか、

そういった方面のお詳しいかたのアドバイスをいただくような形になろうかと思います。 

○森本副委員長 備前焼ミュージアムもあって館長さんとかおられたりしているんですけど、そ

の上でまたもう少し詳しくということなんですか。 

○野道企画課長 確か備前焼ミュージアムの館長もかなりお詳しいんでございますが、こちらの

方もまた歴史とか昔からの古備前とかいろいろ研究されておられるということでお聞きしており

まして、そういった形でもう一方お願いできたらということで考えております。 

○森本副委員長 この方もボランティアですか。 

○野道企画課長 今年度はそういう形でさせていただきまして、先ほど議案のお願いをさせてい

ただきましたように来年度から報酬を出させていただこうかと考えておるところでございます。 

○尾川委員 その目賀さんとはどういう方なんですか。 

○野道企画課長 学校の先生をされておられた方です。日生中学校の校長先生で退職されて旧日

生町の教育長もされておられた方です。中学校の教員の方だったと。その傍ら備前焼を独自に研

究されたと伺っております。 

○尾川委員 ちょっと意見じゃけど、そら市長が言よんじゃろうとわかるけど、備前焼のことな

ら石井さんいうておるんじゃ。知っとろう、現役が。あの人らをもう少し使わにゃいけんわ。そ

れ以上わし言わんけえ、あんたら知っとると思うけど、本読んでみられえ。 

○守井委員 目賀さんは何歳ぐらい。 

○野道企画課長 ちょっと御高齢の方だと思います。 

○守井委員 もうちょっと若手の新進気鋭の人のほうがいいんじゃないの。 

○野道企画課長 ただ、知識はやはり目賀さんが詳しいということをお聞きしてますんで、今回
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はそういう形でさせていただきたいと考えます。 

○守井委員 アドバイザーというんじゃったら岡大の先生とか、きちっとした資格持っとるとか

いう形のほうが適切じゃないんか思うんじゃけどなあ。ちょっとよく検討してみて。 

○野道企画課長 そういった大学とかの研究をされている先生方も一つお願いするのも手かなと

は思います。ここで若干名ということにさせていただいていますので、複数といったらあれです

けど、やはり進めたい事業につきましてはいろいろ専門的な知識をお持ちの方をお願いすること

も必要かなと思いまして、そちらのほうもあわせて検討するのもありかと考えています。 

○石原委員 市政アドバイザーなんですけど、どなたかお願いして、御了解いただけば次々とア

ドバイザーにはついてはいただけるとは思うんですけど、大事なのはついていただいた後どうい

うふうに市政にかかわって、市政の発展に寄与できるかというところだと思うんですけど、前回

の定例会でたしかお二方アドバイザーの御提案あって認められたと思うんですけど、そのお二方

その後何らかの動き、進展等、その後の動きについて御説明いただければと思うんですけど。 

○野道企画課長 論語がメーンですが、森先生のほうにつきましては市長室のほうで論語を使っ

たことを考えておられまして、そのときにアドバイスをいただいておると思います。 

 それからもう一方、病院のほうの関係で北浦さんのほうですけど、こちらも病院運営につきま

してちょっとした相談事はされているかと思います。余り大きな会議とかをお願いしているとい

うのはお聞きしておりません。 

○石原委員 大々的なかかわりじゃなくてさっきおっしゃったような随時御相談というか、アド

バイスという形を想定するんですけれど、人選も含めてこれから少しでも役立つような形で進め

ていただきたいのと、それからさっきもありましたけれども、次々と企業さんであったり、連携

の協定結ばれておりますけれども、ミサワさん、それからモンベルさんでしたかね。最近の事例

でも先方から働きかけがあって協定に至ったという御説明ですけれども、現時点でじゃあ他業種

であったり、他の企業さんからも次々と協定のお申し出なんかはある状況なんですか。 

○野道企画課長 現時点では１社のほうから相談を受けているという報告はあるようです。 

○大西市長室長 昨日なんですけども、災害関係で岡山弁護士会との災害時における弁護士相談

業務についての協定を結んでおります。それから、来春になりますが、おかやまコープとの災害

時における物資の供給についての協定を行う予定としております。この２件につきましてはあわ

せて御報告させていただくつもりでございました。 

○守井委員 蔚山の協定書の覚書の内容なんじゃけど、どんな内容になるのかはわからないんじ

ゃけど、これ議案で出てくるんじゃろう。 

○野道企画課長 済いません、協定のほうは条例という設定ではございませんので、今までの大

学での協定と同じような形になります。内容的なものがまだ詳しくはしてはおらんのですが、先

ほど説明させていただきましたような日本語と韓国語の教育といいますか、学生さんの受け入れ

であったりとか、そういったものを予定はしてはおるんですが、これから煮詰めていってという
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形にはなろうかと思います。そういった協定の内容的なものですとまた資料をお出しすることは

可能かとは思います。 

○守井委員 ぜひ内容もちょっと調査したいと思うんで、案ができたら出していただきたいと思

います。条例案として出ないんであれば余計にお願いします。 

○野道企画課長 ほかの大学や企業の連携と同じく協定内容につきましてはまたお示しさせてい

ただきます。 

○尾川委員 連携協定いうていろいろ新聞にも出てきよんじゃけど、それを議会には事前じゃね

えけど、何か同時スタートぐらいででもなあ。その辺の配慮があってもええんじゃねえか、どな

い考えとんじゃろうか。その辺何か工夫はねえんかなあ思うてちょっと相談方々じゃ。 

○野道企画課長 はい、済いません。ちょっと報告のほうが遅くなったことにつきましてはおわ

びを申し上げます。実際話し合いは昨年中から行っていたわけなんですけど、実際協定を結ぶか

どうかというのがはっきりしましたのがどうしても昨年の暮れぐらいにやってきまして、民間の

ほうでちょっと報告ができなかったというのが実情でございます。決まりましたらできるだけ早

目に報告をさせていただきたいと思っています。 

○尾川委員 契約というか、協定するのにそらいろいろやりとりはあるからなあ。備前市がよう

なるようにならなんだら何のためにしよんやわからんわけじゃけど、ただ新聞に出る段階で議会

事務局へも連絡してくれりゃあええんじゃねえかなあと思うんじゃけどな。いつも思うんじゃけ

ど。 

○大西市長室長 今期にいろいろな協定を結んでおります。委員おっしゃるように議員が知らな

いということではいけないと思います。できるだけ早くお知らせしたいと思います。手段としま

しては、先ほど申されました新聞報道のときに事務局にお知らせするとか、そういうこともある

かと思われますので、検討させていただきたいと思います。 

○尾川委員 そういうところがやっぱり緊張感が欠けとんじゃねえかと思うんじゃ。やっぱり議

会にも知らせるということ、その辺を尊重するという気持ちもねえんじゃねえかという感じがす

るんじゃけどな。やっぱり市民から聞かれたら、こうこうこういう目的でやるんじゃというて、

新聞読みゃええがなというて言やあええんじゃろうけど、それではこっちも報酬もろて議員やり

よる以上恥ずかしいと思うんじゃ。 

○大西市長室長 当然お知らせして御理解をいただいて、今後の協定の内容につきまして御協力

いただくのが本意でございますので、できるだけ速やかにお知らせするような検討をさせていた

だきたいと思います。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、報告事項を終わります。 

報告のみの説明員の方は退室願います。 
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  ************************* 公有財産についての調査研究 ************************** 

 続いて閉会中の継続調査事件の調査研究に入ります。 

 まず、公有財産についての調査研究で旧アルファビゼンについてです。 

 何か報告を受けるんかな。 

○平田施設建設・再編課長兼庁舎建設担当官 特にないんですけど、それでしたら、私のほうか

ら現在の状況をちょっと簡単に説明させていただけたらと思います。 

 １２月定例会のときにも一般質問で市長が答弁をしていたと思いますけども、来年度３０年度

で委託の予算を確保しましてアルファをどうするか、再整備の構想を立てていくといったような

予定でおります。市長の公約では図書館とかバスターミナルの整備というようなことを申し上げ

てきていたと思いますが、やはり就任をされてから時間が経過する中でいろいろと考え方も変わ

ってきておられるようでございます。特に図書館につきましては駐車場の問題ですとか、それか

らまた立地の条件といいますか、場所的に図書館にふさわしいかどうかといったようなこともご

ざいまして、アルファの場所での図書館の整備というのは難しいのかなというような状況に傾い

てきております。 

 それから、バスターミナルにつきましては現在郵便局前のロータリーですとか、それからエデ

ィオンの前などバスの待機所として民間企業のもの、土地をお借りしているといったような状況

がございますので、やはり市としてのものが必要なんではないかということもありまして、これ

につきましてはアルファの部分での整備というのも検討の選択肢の一つとしては残っているとい

うような状況でございます。そういったこともございますので、アルファの再整備ということに

つきましては既存の施設を解体撤去して新しいものを建てるという方向ではございますが、図書

館以外の施設といったことで検討していくことになるんではないかなという状況でございます。 

 いずれにしましても、地域の活性化や定住化、にぎわいの創出につながるような施設といった

ようなことで考えていくように思っておりますのと、それからまたその既存施設の解体撤去も含

めてということになりますと事業費も非常に大きなものになってきます。そういったときに財源

確保が可能なように補助事業あるいは適債事業による事業実施が可能かどうかといったこともあ

わせて検討していきたいというふうに思っております。いずれにしても本格的な検討は来年度か

らということになろうかなというふうに思っております。 

○山本委員長 ただいまの説明について委員から。 

○守井委員 何か東洋大学にいろいろ研究をお願いしとると聞いとんじゃけど、今何の研究して

もらいよんですか。 

○平田施設建設・再編課長兼庁舎建設担当官 備前市における地域再生支援プログラムといった

名目で研究をしていただいております。これいろいろなものが含まれておりまして、要は地域の

活性化とか定住化の促進のためにということで備前市の持っているポテンシャルといいますか、

資源の利活用というものの方策を考えていただくということと、それから公共施設の整備運営に
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つきまして民間の活用ということを考えていただくと、そういった手法を研究していただくとい

うものでございます。 

 備前市全体でということなんですけども、ただそれに加えまして個別のものとして旧アルファ

ビゼンの再整備と、それからあと下水道事業の運営についてという部分はちょっと個別のものと

して民間活用によるコスト削減の手法だとか、アルファの再整備につきましてはいい提案をして

いただくということで研究をしていただいているところでございます。 

 ２月末が委託期間の期限ということでございますので、現在まとめの作業をしていただいてい

るところでございまして、今の段階ではちょっと具体的な内容というのがまだ把握はできており

ません。いずれまとまった段階でまた御報告をさせていただきたいというように考えております

ので、いましばらくお時間いただきたいと思います。 

○守井委員 東洋大学のどこの研究室へ依頼をしとんですか。 

○平田施設建設・再編課長兼庁舎建設担当官 公民連携の部門がございまして、担当の教授が公

民連携の専攻という方でございます。 

○尾川委員 東洋大学にお願いしたというのはいつごろからでどういう経緯でそうなってきたん

かなあ。それと、何か連携したり、あるいはアドバイスいただくというたら、ボランティアでや

ってもらいよんかなあというその辺を詳しゅう教えてくれりゃええんじゃけどね。 

○平田施設建設・再編課長兼庁舎建設担当官 新市長就任されて以降、市長のほうにいろいろと

お話が来る中で東洋大学さんにいろいろ研究をしていただこうという流れになったようでござい

ます。その取っかかりの部分というのは私のほうでも余り詳細は把握してないんですけども、こ

れからいろいろと市の事業を考えていく中で、それからまた公共施設の管理運営などを考える中

で、民間活力の導入ということが非常に大きな課題になってきております。これ備前市に限らず

全国的な課題でございますし、これから非常にそういう方向へ進んでいくんじゃないかという中

で、備前市のほうでもアルファの再整備ですとか、下水道事業の運営といった特に大きな課題も

ございますから、そういった部分につきまして民間の力をかりていい整備手法、運営手法がない

かという研究をできないかという状況にある中で、東洋大学さんのほうが非常にそうした官民連

携に精通をしておられると、大学として長年研究をしてきておられるということと、担当教授の

ほうも非常に高度な専門知識と経験を有しておられるといったようなこと、それとほかの自治体

でも幾つか事例がございますので、そういうものを御紹介いただいて情報をいろいろいただく中

で、じゃあ東洋大学さんにそういった部分を研究していただこうという話になったものでござい

ます。 

 当面大学としての研究ということですので、教授が中心になられるということなんですけど

も、実際動かれるのは大学院生の方と。ただ、大学院生と言いながらそれは実際社会人で、社会

で勤められている方が大学院で学ばれているという、そういう方なんですけども、そういう方が

主体になって研究をしていくというようなことでしたので、通常の委託業務というようなことで
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はなくて研究としていただくその中で必要な経費だけを市で考えさせていただこうということで

昨年補正予算をいただきまして、１００万円ということで予算をいただきまして、これをもとに

契約をさせていただいているものでございます。 

 これも２月、先ほど申し上げましたように２月末が委託期間ということでどういった成果が出

てくるか、これは見てみないとわからないんですけども、いろいろな研究につきましていただい

たものを備前市なりに吟味をして、その内容によって実際に参考にできるか、活用できるか、そ

ういうことを見きわめた上でさらに実施に向けて進めるということであればまた３０年度以降も

何らかの形で予算をお願いして、契約をして委託というようなことになっていくかもしれません

し、そのあたりはもう結果次第ということかというふうに思っております。 

○尾川委員 今、すばらしい説明があって納得できたような、できんようなんですけど、要はい

つも心配するんで、あのアルファの問題、市全体の話なんじゃけど、アルファの話については岡

山商大やったりいろいろこれまでの経緯があって、最近ではＡＮＡ総合研究所で早稲田の学生が

取りまとめしたという記憶がある。あれだって結果は出とんじゃけど、どういうふうに市として

生かしとんかというのが聞きっ放しで、前の市長がやったこっちゃからもう関係ねえというたっ

て、そんなこと市長がかわるたびにやったりするようじゃ、１００万円もかかっとるわけじゃか

ら。その成果というのをやっぱりどういうふうに求めていくかということを真剣に考えてもらわ

にゃいけんということと、それから要するに窓口は平田課長が対応していきよんじゃろうと思う

んじゃけど、プロジェクトみたいないろんな関係部署が集まって対応しよんかというのを聞かせ

てほしいんですけど。 

○平田施設建設・再編課長兼庁舎建設担当官 これから先アルファの再整備を動かしていくとい

うことになれば、中でそれなりの体制というのを立ち上げる必要はあるんではないかなというふ

うには思っていますけども、当面この東洋大学さんとのやりとりというのは私のところで進めて

いくという状況でございます。 

 先ほどいろいろおっしゃられたようなほかの大学との連携というのは私のほうではなかなか内

容を把握していないんですけども、今までもアルファのことにつきましてはいろいろな形でさま

ざまに検討されてきた中でなかなか実ってないというところで、その検討の選択肢といいます

か、その方法というのはいろいろあっていいんではないかなというふうには思います。全てが実

ればいいんですけが、中には無駄になるものもあるかもしれませんけども、何にしましてもアル

ファビゼンというのはこのまま放置しておくわけにはいかないやはり大きな課題でございますか

ら、その解決のために少しでもいろんな方法を考えていくという中で、その一つとして東洋大学

さんに今回委託をしているというものでございますので、お金もかかっているわけでございます

からできるだけそれが無駄にならないように私どもとしましても出てきたものに対してはしっか

りと吟味はしていきたいなというふうには思っております。 

○尾川委員 だけどまたこれが同じ結果になって、学生の勉強の手助けをしたと、あるいは社会
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人でそういうプロが勉強して自治体で実際体験していったということもあるし、ただちょっと気

になるのが、もう結論が出とるような説明があったが。もう図書館は別にすると。もうその辺言

い切るぐらいじゃからかなり煮詰まっとるというふうに思えるわけです。決断しとるように感じ

がする、印象は。だけど、市民に説明するときに市長だけの単なる考えじゃなしにどういう根拠

でどういうふうなことでこういう決断をしつつあると。その辺をやっぱりきちっと説明して、私

も１１月の一般質問で市長にロードマップをつくれというたんじゃけど、そのときでも図書館は

せんと。じゃあ、図書館の協議会とか検討委員会なんかはどういう意見を持っとんか、そういう

ところを調整できとんかというのが、市としての調整できとんか、市長はそりゃあ海が見えると

ころとかあると思うんじゃけど、やっぱり市として全体のコンセンサスを得て対応して、大きな

プロジェクトじゃからそれなりの対応をして、一大学がどうこう言うたってそんな今までのをず

うっと見ても学生がすることじゃから。その辺の対応をしっかりやって、やっぱり個人プレーじ

ゃなしにある程度まとめた形で対応していく、どういう根拠でそうなったかとか。東洋大学はこ

ういう意見を出しとんじゃとかいうものをやっぱり適宜見せてもろうてでないとブラックボック

スでこっちもああじゃこうじゃ言うだけで、そりゃあかなりの費用もかかったりするようなもの

だからその辺の取り組み方法はちょっと慎重にしてほしい。 

 よその部署やこ何にも知らんと思う。例えば教育委員会なんかもどういう状態になっとんかと

いうのを知らんのじゃねえかと思う。そういうふうな状況で大きなものが進んでいくということ

はちょっと。そらあ、何もかも言よったら潰される場合があるからそれはわかるけど、ある程度

流しながら図書館は何か委員会をつくったりして動きがあったと思うんです。そういうところと

の調整なんかどういうふうにしとんか、その辺について何かあったら答弁してもろたらと。 

○平田施設建設・再編課長兼庁舎建設担当官 内部もそうですけども、外部とも合意の形成をし

っかり進めていくと、この辺はもうおっしゃられるとおりだと思いますし、これからそうしてい

くべきだというふうに思います。 

 今の段階ではほとんどはっきりしたことが何もないというような状況でございますから、アル

ファにしましても、図書館にしましても、これからどういうふうにするのか案を煮詰めていくと

いうことになってこようかと思いますけども、その過程でやはり案をお示ししながら議会にも、

市民の皆さんにも御理解をいただきながら合意の形成を図りながら進めていくと、その辺をしっ

かり考えていきたいなというふうに思います。 

○尾川委員 アルファの問題ももう皆さん知っとるとおりで、なかなか解決できんで、だからも

うそろそろどっちにせよどういう形で解決するか、取り壊しすりゃあまたいろんな問題起こって

手がつかんのだと思うんです。だから、その辺をやっぱりアルファの問題も絡めてきちっと解決

していって、もういろんなことはもうこの辺で線を引くような形にできんかと。市民も不安にな

ると思う。やっぱり近所周りに図書館できるというて期待しとるし。バスが入るんじゃとか、何

とか利用してもらえるというのを言うてくるわけで、その辺もよう考えながらどうしていくかと
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いうこともそろそろもう結論を出すべきじゃねえかなあと思うんですけど。 

○平田施設建設・再編課長兼庁舎建設担当官 おっしゃられるとおりだと思いますので、しっか

り検討を進めていきたいというふうに思います。 

 ただ、今の状況を見ますと市庁舎の整備など大きな事業も抱えておりますから、経費の部分だ

とか、あと内部の体制の部分でも結構大きな負担にはなっております。そういったこともありま

すし、アルファの問題につきましては先ほどおっしゃられましたようにいろいろネガティブな問

題も絡んでおりますから、そういうものにやはりきちんと切りをつけて進んでいくというような

ことも必要だと思いますし、市長もまたそういうふうには考えているようでございます。そうい

ったステップを一つずつ踏みながら前へ進んでいくといったようなことで、多少時間がかかると

いうのはある程度やむを得ないのかなというふうに思いますし、御理解いただきたいなというふ

うに思います。 

○山本委員長 この件についてはよろしいかな。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ないようですので、公有財産の調査研究を終わります。 

 施設建設・再編課長は退席願います。 

  ************************* 定住対策についての調査研究 ************************** 

 次に、定住対策についての調査研究については本日説明員が都合により欠席されておりますの

で、資料の提供のみとなっております。本件の調査については次回の委員会でお願いしたいと思

います。 

  ************************* 商業についての調査研究 ************************** 

 次に、商業についての調査研究で、住宅リフォーム助成地域振興券交付事業については資料の

提出をいただいております。 

 まず、説明を求めます。 

○芳田まち営業課長 それでは、まち営業課からお手元の資料で住宅リフォーム助成地域振興券

交付事業の実績について御説明させていただきます。 

 まず、表なんですが、平成２５年度から平成２８年度につきましては既に事業は完了しており

ます。その実績額を記載させていただいております。 

 平成２９年度につきましては、１月３１日現在の見込みについて記載いたしております。既に

中段にありますが、申請期間が２９年１２月１５日までで終了しております。ただし、実績のほ

うがまだ受け付け期間中ですので、まだ見込みということで記載いたしております。 

 中段以降につきまして、本制度の改正案の概要を記載させていただいております。改正の考え

方につきましては３点、耐震化の推進、定住移住の促進、工事事業者の範囲拡大といたしてお

り、再リフォームの助成も可能とし、持続可能な制度にしたいと考えております。 

 改正概要は、基本補助率を１０％、上限を２０万円とし、耐震化を伴うリフォームにつきまし
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ては上限を１００万円、転入者の中古住宅リフォームを上限４０万円で調整したいと考えており

ます。また、市外事業者でのリフォーム工事も対象とすることと考えておりますが、市内事業者

の２分の１の助成限度額として市内事業者との差をつけることを考えています。 

 なお、地域振興券は廃止する予定で今調整いたしております。 

○山本委員長 この件について。 

○森本副委員長 市外事業者を入れられたという理由は。 

○芳田まち営業課長 市民の方から自宅が市外の業者さんにお願いして建てており、改修だけを

違う業者さんになかなか頼めないというような御意見もございました。そうした中で、市外の事

業者さんも入れて、ただし市内の経済活性もありますので、上限を変えて少しでもそういったと

ころへの発注もできるようにということで今回改正を考えております。 

○森本副委員長 市民の方がよく言われるのは、市長がかわったからもうこの制度はなくなるだ

ろうということを言われるんです。ここも持続可能な制度としたいということを書いてあるんで

すけど、ふるさと納税を財源ということでどれぐらいまで見込まれていますか。ある程度の年数

がわかったら。 

○芳田まち営業課長 既にこの事業が平成２５年から２９年で５年間ということで、今後また５

年間は継続したいというふうには考えております。昨日でしたか、山陽新聞で高梁市さんが住宅

リフォームの補助制度の廃止を検討しているというような記事もございました。担当としては、

備前市は、５年をめどにまた改正も含めた見直しを検討したいとは考えております。 

○守井委員 ２９年度が１００万円、２８年度までが５０万円、２７年度までが２０万円という

ような形で、もし３０年度からということになったら耐震化をしない場合は２０万円というよう

なことになると思うんですよ。それで、結局２９年度が１００万円あるから当然３０年度も１０

０万円だろうという思いの人は大分おると思うんですよ。そういう人のためにはやっぱし暫定措

置みたいな形のものをせにゃあいかんのじゃないんかという感じで、ある日突然切りかえるんじ

ゃなくてやっぱり周知期間というものは置くべきじゃないんかというふうに思うんですけど、そ

の点はどうお考えなんですか。 

○芳田まち営業課長 当然財源もありまして、周知期間の中で何人までというのもございます

が、先ほど少し説明でもありましたが、今までの制度であるともう一回きりのリフォームでもう

この制度を受けられないということでしたが、再リフォームを可能にしておりますので、単純に

例で言いますと２００万円の工事をして、一度リフォームを終わらすと上限の２０万円いただい

て、その後また３年後とか４年度とか、状況に応じてリフォームしていただけますので、その点

につきましては確かに上限は変わりましたが、数回使っていただけるという中で皆さんの意に沿

えるんじゃないかというふうには考えております。 

○守井委員 やっぱし２年なら２年ぐらい暫定期間を置いて、３年後からこれは実施したいとい

うような形にしないと、要するに駆け込みが１００万円で逃した方は２０万円という格好になる
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じゃないですか。ちょっと何か不合理な感じがするんですけど。平成３０年からはもうこうなり

ますよというのを事前に広報してから２９年度は幾らですよという形をやっていたんですかね。

その辺はどんなんですか。 

○芳田まち営業課長 当然予算もありますので、事前の周知というのはなかなかできない中で、

改正を予定しているというのは建設業協会も含めましてもう以前からさせていただいておりまし

た。指名への周知はそういった形でやはり予算も含めましてなかなか事前にというのはないとい

うことでさせていただいておりません。 

○守井委員 せめて１年ぐらいやりたい方がやれるような形のものをつくって、実際するかしな

いかはわからないと思うんですけど、２０万円ぐらいで済む方もおられるかもしれないんですけ

ど。そのほうが親切じゃないんかというような感じがしますけど、よく検討してみていただけま

すか。 

○芳田まち営業課長 おっしゃられることはよくわかります。逆に今回２９年度２０％、１００

万円になったらもう新年度早々に変わった制度でありまして、それまでに５０万円の限度額だっ

た方も次の年だったらということもございますので、その辺も含めて周知等この制度をしっかり

活用していただいて、皆さんに御理解いただくような努力はしたいと考えます。 

○守井委員 改善される本人にとって利があるような場合は幾らふえてもそれは差し支えないだ

ろうと思うんですけれども、やっぱり不利になるような場合は特に。私は、暫定期間、周知期間

だろうと思うんですよ。ちょっと余りにも極端過ぎるんじゃないんか思いますけどね。市政に対

して不信に繋がるのが非常に心配だと思うんで、よく検討してみてください。 

○芳田まち営業課長 また、検討をさせていただきます。 

○尾川委員 今度そしたらこの地域振興券を廃止するということはどういうことなんですかね。 

○芳田まち営業課長 地域振興券のネーミングは外れると思っております。現金での補助、助成

というふうに考えております。 

○尾川委員 現金にする理由は。 

○芳田まち営業課長 以前の地域振興券の資料でもお出しさせていただきましたけども、地域振

興券は発行して実際に使われているのが再度リフォームに使われたりとか、大型家電の一括購入

とか、どうしても期限も定めてしまいますので、市民の方が利用しにくいというような声も聞い

ておりました。それとあわせまして、食料品につきましても本社がどちらかというと市外にある

大手で買うということで、なかなか市内での現金の動きといいますか、お金の動きがないもの

で、現金でもお渡しして市内で使っていただけたらということで地域振興券はここでもう廃止さ

せていただこうというふうに考えております。 

○尾川委員 そこは考え方が違うような気がする。先生の聞きかじりじゃけど、やっぱりある程

度リフォーム業者を限定したり、地域に限定したり、地域振興券にするということは地域で金を

回そうという目的が一番大きかったと思う。ただ、リフォームということだけじゃなしにやっぱ
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り地域で金を回せということが大きな狙いと思うとったんじゃ。それで、現金を出すんじゃとな

ったら、結局もう岡山へ行って使おうがどこへ行って使うても構わんと。そら、この辺のスーパ

ーも皆東京じゃあどこじゃあなんじゃけど、どうもその趣旨はやっぱりある程度キープしていか

んと目的が外れてくるんじゃねえかと思うんですよ。まして例えばミサワホームとかいろんな業

者にやって修理だけ地元の業者、それは矛盾しとると思うよ。そら、今２分の１というたりする

歯どめかけとんじゃけど、そういうことでちょっとおかしいんじゃねえかなあ。本来の趣旨から

逸脱しとんじゃねえかと思うんじゃけど。 

○芳田まち営業課長 委員おっしゃられることも検討としては考えておりました。そうした中

で、地域振興券だとやはり期間があって、一括でその短い期間に使いますので、どうしても町の

小さな商店での買い物がほとんどないという中で、市民の方に現金を渡して市内の小さな商店も

含めて買えるようにしたい。特に市外で使ってほしいという意味ではなくてそういった町の商店

とか店舗とかお店屋さん、食料品といいますか、喫茶店とか、そういうところでしっかり使って

いただけたらなということです。やはり市外にある大きな企業さんで券を使うとそこで使った経

費は全て市外の本社に吸い上げられるということで現金の支給にしたいと考えております。 

○尾川委員 現金にしたから小せえ店で買うという本質的な問題を地域商品券か何かでも結果出

とるわけじゃ。プレミアム商品券だって同じ結果になったわけなんじゃけど、何か現金にしたか

らじゃあ地域の小せえ商店で物を買うかというたら、その辺を何かちょっと歯どめかけていかん

と、そういう説明があっても結果見たら絶対同じ結果じゃと思うよ。 

 それはいろいろその思いがあるからしょうがないと思うんじゃけど、その辺の結果を見てぜひ

やってほしいなあという。推察では結果は一緒やと思うけど、どういう予想しとんか、それで、

地域で回ると思うとんじゃろうか。ちょっとその点聞かせて。 

○芳田まち営業課長 小さなお店でということなんですけども、やはり地域振興券で一番大きい

のが一括でもうそれを使ってしまうということで、どうも家電とかの大型にどうしても使ってし

まうというのがありますので、逆に現金であれば少しずつでも使っていただけたらそういったと

ころにも回るんじゃないかなという思いは持っております。そういった研究も含めながら、実績

も見ながらいろいろ考えていきたいとは思います。 

○尾川委員 制度改正する計画なんじゃけど、その前の制度の評価というのはどういうふうに評

価しとるわけ。評価というて数字が出とるがな言われるかもしれんけど、もっとそれだけがこれ

をやったことの活性化につながっとんか、地域振興につながったとんかという辺のもう少し分析

してほしいと。結局どうせ予算のくくりから上を切ったり、それから業者が言うてきたんか、本

人らがどういう希望があるんか、リフォームしようとする人の気持ちをどういうふうに調査した

んかとか、どういう評価をしたんか。 

 それともう一点は他市の状況というんか、こういう住宅リフォームとかというのにどういう状

況なんか、備前市が本当に進んどるというか、手厚いんか、それからよそと比べたらどの程度か
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というのをちょっとその辺を他市の自治体との比較をしてみてくれりゃ。 

○芳田まち営業課長 事業の調査はしておりませんので、そこの部分はお出しすることはできま

せんけども、他市の状況なんですけど、県内で言いますとこの住宅リフォーム助成制度があるの

が笠岡市と井原市と高梁市と備前市です。先ほどもちょっと新聞の記事をお伝えしましたが、高

梁市は２０１９年度で一応事業の成果があったということで廃止の方向で見直しているというふ

うになっております。 

 それと、各市の交付額なんですけども、補助率が対象経費の１割で上限は２０万円、高梁市だ

け３０万円を上限といたしております。交付の方法も現金交付と、それぞれ現金交付ということ

になっております。実績については把握できておりません。 

○尾川委員 後日でいいので、一覧表を下さい。 

○芳田まち営業課長 わかりました。 

○山本委員長 ほかに。 

○石原委員 これに限らずさまざまな補助事業がありますが、市長のせんだっての答弁でした

か、もう全ての補助事業をゼロベースで見直していくんだと。これまでさんざん拡大はあったん

ですけど、補助事業のこういう何か縮小されたのは余り記憶になくて、議員になって初めてかな

あと思うんですけど。本来、さっき他の自治体の例もありましたけれども、リフォーム業者さん

からなんかもお話お聞きするのに議会が認めて１００万円の形になったんですけど、かなりちょ

っと異常な形だったのかなあと。 

 それから、もう縮小することに、こういう予算の範囲内でこういう形で制度が変わりますとい

うの、それはいたし方ないのかなあというふうに思います。 

 ただ一つお尋ねしたいのは、再リフォームのお話しがありましたけれども、もう予算の範囲内

で何回でもあそここの間直したけど、何回でも可能な形で認識しとったらいいんですか。 

○芳田まち営業課長 おっしゃられるとおり、何回でもいいのかなというふうに考えておりま

す。と申しますのが、例えば屋根の改修をした後次は台所とか、そういったどうしても資金もた

めながらじゃないとリフォームできない状況もございますので、再リフォームは可能と考えてお

ります。 

○石原委員 それから、地域振興券廃止ということで、印刷等、手数料等はこれで軽減されるで

しょうけど、これまでも議会、委員会等でも申し上げてきましたけれども、地域経済活性化に寄

与するための券であればほかの新築補助であったり家賃補助、空き家購入補助、全て地域振興券

でお出しすれば地域経済活性化に寄与するんじゃないかなあという思いでお尋ねしたりもありま

したけれども、ここで現金化するということで、これまでの生活応援券、商品券等もかなり限ら

れた大規模のチェーン店等に固定されてましたんで、そういう趣旨からして、またそれから目的

達成の度合いというんですか、そういうところからいくと現金化することもあるべき姿なのかな

あということで捉えており、これ意見で申し述べておきます。 
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○守井委員 今さっきのに追加して、やっぱり２０２５年問題というか、要するに団塊の世代が

後期高齢に入る２０２５年までは高齢者がまだまだふえてくる時代ですからリフォームをやらな

ければいけない人がまだふえるんじゃないんかなと。２５年から足したら大体８００件ぐらいの

方がリフォームをしているというようなことで、やっぱり少子・高齢化の時代を迎える制度の中

でこれをやめていくというのは何か逆行しているような感じもするわけなんで、その辺の少子・

高齢化との整合性、市民のために市政をやっていく中での考え方が何かちょっと不整合じゃない

んかなという感じがするんで、そのあたりの整合を再考の中の一つにぜひ考えていただきたい。 

 例えばアンケートをとって将来リフォームはもう少なくなっているのかどうか、そのあたりも

これからふえるんじゃないかと危惧するからそういう考えも私は出るんで、やっぱし少子・高齢

化、高齢者が安心して住まえる、歩きにくくなったらリフォームをして段差をなくしたり、それ

から支える棒をつくったりという形がぜひとも必要になるリフォームじゃないかと思うんで、ぜ

ひ検討してもらいたいという感じで、お願いいたします、何か意見があったら。 

○芳田まち営業課長 特に廃止にするという考えはありませんので、リフォームは続けていきた

いと。５年をめどにやはり上限であったり、補助率であったりは見直す必要があるのかなと。先

ほどの現金給付も含めて制度的な見直しはやはり５年を周期に見直すべきなのかなとは考えてお

りますので、先ほどの高齢化も含めましてニーズとあわせましてその辺は検討していきたいとい

うふうに考えます。 

○守井委員 あわせて先ほども言うたんですけど、余り急激なものでなくて、やっぱし段階的な

ものを考えていかなくちゃいけないんだということも考えていただきたいというふうに思います

ので、ぜひ検討してみてください。答えはよろしい。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ないようでしたら商業に関する調査研究をおわりまして、休憩します。 

              午前１０時４２分 休憩 

              午前１０時５６分 再開 

○山本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

  ************************* 財産管理についての調査研究 ************************** 

 財産管理について研究で、ふるさと納税については資料を提出していただいておりますので、

まず説明を求めます。 

○田原シティセールス推進課長 森本委員さんより資料の請求がございましたので、資料の説明

をさせていただきます。 

 現在、返礼品のほうですが、２月１日現在、３５６特典であります。特典の協力事業者は５５

業者となっております。それで、返礼品そのものの金額が１５万円以上のもの、この表で見てい

ただきますときには５０万円以上の寄附の品物、これが現在１８特典、７業者といった状況でご
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ざいます。 

 それで、１月末現在で昨年の１２月までの駆け込み需要も予想以上にございまして、現在寄附

額が２０億円少々となりました。今年度につきましては状況が読めない状況でございます。 

 ただ、返礼品としての金額、報償費を確保しておかないといけませんので、少々余裕を持った

形での補正予算の計上となりますことをお断り申し上げます。 

○守井委員 この特典名、寄附金額、事業者名、ジャンルのところを説明してもらえます。 

○田原シティセールス推進課長 特典名につきましては、特典の種類でございます。それで、一

番上の括弧書きで０．５ポイントと書いてありますのが、５，０００円が０．５ポイントでござ

います。１ポイントが１万円でございます。これは寄附金額でございます。寄附金額に対しまし

て、３割相当額が返礼品の額となります。ですから、一番上ですと５，０００円の寄附をいただ

いて１，５００円のものをお返しするということでございます。 

 事業者にお支払いしているのは手数料を含めて４割相当となります。ですから、事業者にお支

払いするのは２，０００円をお支払いするような形になっております。 

 事業者名については記載のとおりでございます。ジャンルについてもこういったものをお贈り

しているということでございます。 

○守井委員 寄附金額というのが額面の話であって、実際の品物はこれの３割がこの値段ですよ

ということと、これの４割が業者の収入という形になるという話ですか。 

○田原シティセールス推進課長 そうです。 

○守井委員 例えば６１番、１００万円というようなものは、これ１００ポイントということ

は、１００ポイントの３割ですから実際の値段というのは３０万円のものがいって、この方には

４０万円の収入が入るという話になるんですか。 

○田原シティセールス推進課長 そうです。手数料として１割ということでお支払いをしており

ます。 

○守井委員 実質的には本人は寄附という形になるんですが、３割の値段で物を買いましたとい

う形と同じようなことになるということになる解釈でいいんですか。 

○田原シティセールス推進課長 事業者にはそういう説明をして申し込みをしていただいており

ます。 

○守井委員 わかりました。 

○森本副委員長 資料ありがとうございました。見させていただいたらお酒の取り扱いなんです

けど、見落としだったらごめんなさい、この表では商店と運輸会社の方が上がっているんですけ

ど、ほかにお店とか酒類を取り扱っているところはありますか。 

○田原シティセールス推進課長 特典事業者は全てこちらに記載しております。特典も全てこの

３５６特典ということで記載をしております。 

○森本副委員長 そしたら、お酒の取り扱いはこの２つと考えてよろしいんですか。 
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○田原シティセールス推進課長 お酒の取り扱いの資格というか、権利を持っているところでお

酒販売という名前ではなくて取り扱っているようなところもございます。例えば倉庫業者とか、

そういったところも取り扱いをしていると。 

○森本副委員長 だから、名前が２つ上がっていると思うんですけど、それ以外のところはない

と考えてよろしいですかね。 

○田原シティセールス推進課長 備前焼と焼酎の組み合わせとか、お酒の組み合わせとかといっ

た形で何社かあったと思います。 

○森本副委員長 この表を見る限りでは２社に集中しているようにしか見えなかったものですか

らなんですけど、ほかの自治体もドンペリとかの取り扱いを始めたりしているんですけれども、

ちょっと高額のような気もするんです。そこら辺の考え方の説明をお願いします。 

○田原シティセールス推進課長 高額なものは取り扱いをしないようにというような総務省の技

術的助言がございます。ただ、どこで高額なものの線を引くかということもございまして、備前

市のほうでは事業者にお支払いする負担金額の上限を５０万円ということで設定しております。

５０万円というのが一時所得の上限となっておりまして、一応それを基準に考えて５０万円以下

ということで設定をしております。 

○守井委員 ふるさと納税も地域を元気にさせていくというようなこともあるんですけれども、

それとあわせて市民の健康とか、あるいは安心・安全な生活をというような形の中で以前電動自

転車があって、やはり高齢になったときに電動自転車というのは健康のために非常にいいという

のがあったと思うんですけれども、特にそういうものがこれからの時代には必要になってくると

いう形で国民の方もみんなそれを望むんじゃないかと思うんですよ。だから、そういう意味から

してふるさと納税から除外することのほうがおかしいんじゃないんかというような感じがあるん

で、あくまでも総務省は技術的指導というようなことには今の地方分権の流れからすれば基本的

にはできない話だと思いますし、もしそれをやったからというて技術的指導はあるかもしれない

んですが、法的違反を問われることはないんじゃないんかなというふうに思うわけなんで、その

あたりは技術的指導の範囲の中での動きだろうと思うんですよ。 

 反対に、地方ではこういうものはぜひ必要なんだということをやはし国のほうにしっかり訴え

て、そこを変えてもらうような話にしなくてはいけないんじゃないんかなというふうに思うんで

すけども、その点はいかがですかね。 

○田原シティセールス推進課長 おっしゃることはよくわかります。総務省のほうの技術的助言

の中で電気・電子機器、家具、時計、カメラ、自転車などということで、具体的な品目として上

がっておりました。それを市としてはその具体的な品目が上がっとるものについては昨年の７月

末をもって終了ということにさせていただいております。 

 ここで自転車だけを取り上げて必要なんだということで言いますと、じゃあ電子機器も必要じ

ゃないかと、家具も要るじゃないかと、時計も要るじゃないかということになってしまいますの
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で、現時点では具体的な品目があったものについては取り扱いをしないという方針でいかせてい

ただきたいと思います。 

 今後、そういった福祉の面についても検討はしていきたいなと考えております。御理解のほど

よろしくお願いいたします。 

○守井委員 市長会などを通じて総務省なりへ意見を伝えてもらうようにぜひお願いしたい。先

ほど、これを言うたら、あれもということが出るんじゃないかという話がありましたけれども、

基本的にそれは何のためにというあたりをきちっとしておればどれもこれも同じものに扱うとい

うことにはならんと思うんで、その点はしっかり訴えてもらいたいと思います。 

○田原シティセールス推進課長 委員の御意見として承っておきます。 

○尾川委員 品名ごととか、地域ごととかいう分析、前と同じデータで実績を早目に出してほし

い。それと、７月末までと８月１日以降とどういう動きになっとんか。１２月の駆け込みもある

かもしれん、７月までの駆け込みが知りたい。 

○田原シティセールス推進課長 次回の委員会のときに提出させていただきたいと思います。 

○山本委員長 ほな、そこの点よろしゅうお願いします。 

○津島委員 事業者名でわからんところが２社ほどあるんで教えていただきたい。 

 まず、ホームグリーンの所在地と代表者。あとブルーウィローの同じく所在と代表者を教えて

いただきたいと思います。 

○田原シティセールス推進課長 ホームグリーンさんは日生で、代表者は海渕さんという方で

す。 ブルーウィローさんは伊部２８５－１でございます。 

○津島委員 どうも伊部でブルーウィローという店舗がわからんのじゃけど、田原君は知っとん

かな。 

○田原シティセールス推進課長 伊部にあるということで届け出が出ていたと記憶しておりま

す。 

○津島委員 幽霊会社じゃないんじゃろうな。 

○田原シティセールス推進課長 そこでそういった業務を取り扱っていると聞いております。 

○津島委員 よく把握しといてください。 

○田原シティセールス推進課長 調査しておきます。 

○森本副委員長 そちらは行かれたことがないんですよね。 

○田原シティセールス推進課長 はい。外からは見ました。 

○石原委員 これまでも返礼品について議会でもいろんな議論があったり、僕自身も最低限のル

ールとして市内の業者から、市内の業者を経て返礼されるべきところで、現在いただいとるこの

特典一覧、事業者名も載っていますけれども、今市外の業者さんというのはないんですか。 

○田原シティセールス推進課長 現在、株式会社ストライプインターナショナルさんは市と協定

を結んでいる事業者さんでございます。それと、２月からまほろばの指定管理を受けている事業
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者さんにまほろばの利用券といったものをお願いしております。こちらのほうはベネフィットホ

テルさんが市外の事業者として入っておりますが、指定管理として入っているということで、市

長の認める事業者ということで入っていただいております。 

○石原委員 そのあたりも本当にあくまでグレーゾーンであろうかと思います。３日前ですか、

ふるさと納税で話題になっています上峰町を会派で訪問しましたけれども、こちらの町でもふる

さと納税の返礼品目であったり、返礼率について庁内でも議論がある、議会でも議論があるとい

う中で、まだ総務省から指摘された品目は全て除外をされたそうです。返礼の率についてはまだ

検討の途中ということで、まだ見直しはされてないという中で、一つ参考になったのは、ＰＲに

結構力を入れておって、潤沢なふるさと納税があるからでしょうけれども、お聞きしたのは大手

の広告代理店さんにもかなり大きな費用で委託をして、首都圏でのいろんな媒体でもってのＰＲ

にかなり力を入れておったり、それからサイトへ掲載するタイミングなんかもかなり研究され

て、一番目につきやすい更新の時間帯であったり、何かそういうところもかなり研究されて、そ

ういうこともあって寄附額伸ばしておると。返礼の内容だけではなくてそういうこともありまし

たので、そこらあたりも研究、検討していただきたいと思います。 

 それから、以前もお話ししましたけれども、総務省の返礼の指摘にも多少触れる面もあるんで

しようけど、備前焼の利用券、そちらはその後いかがでしょうか。 

○田原シティセールス推進課長 何度も御要望をいただいております備前焼の利用券については

だめだという御返事をいただいておりますので、もしするとなれば市長の判断でするというよう

な形も考えられますが、そこまで果たしてするのかどうかという検討もしないといけないと。 

 それと、備前焼そのもの、今はお酒とセットとか、天満屋さんだけが掲載していただいている

というような状況になっておりますので、実際に陶友会等にお願いをしてまいりました。ぜひ備

前焼も産品の中に入れて協力していただきたいという申し入れは行っておりますので、まだ、た

だそれを受けて申し込みがまだ来ていない状況です。今後、また１軒ずつ回って２点でも３点で

も備前焼を出していただきたいということでお願いをしてまいりたいと考えております。それが

備前市にとって魅力の発信にもつながればと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○石原委員 最終的には首長、各自治体の判断になるんでしょうけれども、そのあたりも実際に

備前の町に来てお好きな方が選んでというような本当に有意義な時間がそこに生まれるんじゃな

いかなあとも思いますんで、ぜひとも前向きに御検討いただければ、自信を持って我が備前市は

伝統産品の備前焼、本当に好きな方に選んでいただくんだという思いを持って御説明すれば大丈

夫じゃないかという気もしますんで、今後も前向きに御検討、これ要望でお願いいたします。 

○田原シティセールス推進課長 返礼品の選定については審査会というものがございます。その

あたりでも話をさせていただいて、協議をしてまいりたいと思います。 

○森本副委員長 済いません。資料の３ページ目で、Ｆ-００２４、先ほどから出てきているホ

ームグリーンさんなんですけど、これトゥルースリーパーを取り扱っているんで、これ通販など
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でも出ているんですけど、先ほども住所は調べたらわかるんですよね、課長。ホームグリーンさ

んの住所はわかるんですよね、もちろん。 

○田原シティセールス推進課長 日生のちょうど五味の市へ行くまでの左手にある家具屋さんな

んですが、家具とかお土産物を売っているようなところにございます。ちょうど日生の定期船乗

り場の国道から見ますと左側で雑貨やそういったものを取り扱っております。 

○尾川委員 これずっと見よったら福井堂がどうもねえようなんじゃけど、見落としかもしれん

のやけど、やっぱり希望が出てきてねえということ。 

○田原シティセールス推進課長 返礼品の見直しをした段階でお声をかけさせていただいており

ます。以前は出していただいていたんですけど、今の時点では上がってきてないという状況でご

ざいます。 

○山本委員長 よろしいかな、この件は。 

 よろしいか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、次の、次は財産管理について調査研究を終わりまして、市長室の方は退席

ください。 

  ************************* 都市計画についての調査研究 ************************** 

 次に、都市計画について調査研究は開発許可について委員から御発言があれば。 

○尾川委員 １１月議会でもソーラーの問題で委員長から質問があったんですけど、その関連で

ほかの地区も条例を制定したほうがええんじゃねえかと。開発許可というか、ある程度ソーラー

について大きさもあろうと思うんじゃけど、そういった考え方について市としたら委員長への答

弁は開発許可についてどうこう言うわけにいかんというような答弁だったかなあと記憶しとんで

すけど、ほかでも問題が起きて、当然市にも相談が来たと思うんですけど、そういった問題につ

いてどう対応していきよんかなというのをお聞きしたいんですけど。 

○淵本まち整備課長 失礼いたします。まず、１１月に質問をいただきまして、近隣の状況を少

し調べさせていただいております。和気町、それから瀬戸内市、赤磐市につきましては太陽光に

対しての条例は制定されておりません。現在の備前市と同じ状況にあります。この近隣で唯一制

定されているのは赤穂市がございました。赤穂市のほうは平成２７年１２月に太陽光を含む自然

エネルギーの条例を制定されております。規制の内容としましては、規模は太陽光につきまして

は５０キロワット以上、この５０キロワットっというのがおおむねそのパネルの面積にしますと

大体６００平米ぐらいになるそうです。それ以上のパネルを設置されるものについて届けが必要

になるという中身になっているということです。 

 それを受けまして、今後備前市としましては今ある開発の条例を改正するということで対応を

現在検討しております。そういう中で、年度内に改正の案を作成させていただいて、４月にパブ

リックコメントを行いまして、６月定例会に提案させていただきたいということで現在作業を進
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めております。 

○尾川委員 赤穂市の条例についてちょっと触れてもらったんですけど、備前市としての今の考

えというのもその程度という推察でええんですか。赤穂市で何かトラブルがあったようなことは

ないんですか。 

○淵本まち整備課長 赤穂市のほうはおおむね今の規制でうまくいっていると。やはり大規模に

やられる場合は事業者が参入して利益を得るっていうことになりますので、どうしてもかなり規

模が大きくなると。５０キロワット以下というのは個人さんがやられるぐらいのレベルになって

いるということで、赤穂市としてもやっぱり自然エネルギーの普及っていうのはそんなに抑制し

ていくものではないので、個人の方がやられるレベルに対してはどちらかというと推奨していっ

ていると。備前市につきましても、現在開発条例につきましては１，０００平米以上が対象とな

っておりますので、一応このあたりの見直しも含めて４月にパブリックコメントを行って、６月

に提案させていただきたいと考えております。 

○尾川委員 １，０００平米以上で考えとるような話だったんですけど、開発との兼ね合いとい

うたらどんな感じになるんですか。 

○淵本まち整備課長 １，０００平米以上の案件が、現在の開発申請の中では必要となる規模に

なってきます。それ以下につきましては、現在の段階では必要がないという状況になります。 

 その点の見直しが１点と、もう一点は現在の開発申請では伐採するだけだと申請にかかってこ

ない。地形の改変、切ったり盛ったりとか、地盤の形を変えていったりすることを行わないと申

請が必要にないという形に今なっておりますので、そういった場合でも規制ができるような形で

少し見直しをかけていきたいと考えています。 

○尾川委員 そしたら、今具体的に問題になっとるところなんかについては、結果的にはある程

度抑制するようになるんかな。 

○淵本まち整備課長 結果的には、近隣住民の方から同意をいただいていないものについては抑

制していけるような形で改正していきたいと考えています。 

○尾川委員 今の段階だったらとめられんの。それとも、地元がある程度反対の意見を出したら

業者のほうが開発をやめようかということで社会通念というか、そういう常識問題でするかせん

かというのを判断するということになるわけ、今は。 

○淵本まち整備課長 現段階ではそういう形でのやるやらないの決定にしかならない形になって

います。今もし斜面をそのまま使って地形の改変を行わない、斜面のまま、そのままの角度で設

置していくということであれば開発行為に当たらないということになってしまいますので、申請

は現時点では必要がないということになります。ただ、どうしても全く斜面をいらわずに実際で

きるのかどうかっていうのはやはりその図面等を出していただいてそれを確認する必要がありま

すので、そういう指導に現時点ではとどまるかと思います。 

○尾川委員 そのくらいでええですけど、具体的に今問題になっとるところもそういう住民の声



- 23 - 

もしっかり聞きながらそれなりの条例をつくって、規制することが全てじゃないんですけど、や

っぱり不快感があったり、一般質問に出てくるぐらいの問題だと思うんで、ぜひ内容のある条例

を提案してほしいと思います。 

○淵本まち整備課長 そういう形でパブリックコメントを行いたいと思いますので、その後提案

をさせていただきたいと思います。 

○山本委員長 ちょっと一言だけ。 

              〔委員長交代〕 

○森本副委員長 委員長を交代します。 

○山本委員長 私のところで事実あって、おとついやったかも話ししたんじゃけど、まだやっぱ

し何ぼか気兼ねしとんよ、そりゃ。振興局に問うたらわかるけど、課長言われたように公の河川

をそりゃ１０月に買収してから公の河川を、畑ですよ。ばさばさっとそれを切ってしもうて、そ

んなもんが１０月の下旬に、まあ市長の選挙が３月ごろあったからかわからんけど、そんなむち

ゃばあしとんじゃ。そやから、じげの者の家が６軒ほどあるんですわ、副委員長が知っとられる

けど。そんなんでばさばさっとやるから余計みんなが反感して、いろいろな人がおられるから。

そりゃ、もうしょうることがむちゃで、ちょっとでもまともにしてもらわなんだら。そりゃ和気

の周りへ行ったって何もいらわんいうたってあんなことしよったら水が下へしゅまんようになっ

てどっと出てきたら災害に。今は何ぼでもどこでもなりよるのにあない広えところを、そりゃ何

の辺もなしにしょうったら後で市が困る。どうせ銭は市が出さにゃいけんのじゃから。だから、

ぜひそら来年つくってくれるんじゃろうから、今できとんのはええけど。 

 やっぱしじげの人はそら田んぼのやこは判こもろとんあるよ。うちのすぐ２軒ほど、うちから

３０メートルほど裏に１，０００平米ほどもう大体できたけど、それも同じ業者じゃ。ほら、も

うしょうることが見ただけでみんな言よる。石投げたらガラスがめげるんじゃねえか言うたりし

よる人もおるし、そりゃ監視カメラやこつけるんじゃろうけど。そら、すぐそっから２メートル

離れたら家があるんじゃからね。ＮＨＫがテレビで半年ほど前しよったけど、年寄りの人がクー

ラーかけとるけど、四十何度で暑うて汗かいてしよったけど、判こ押しとるからしょうがねえけ

えな、その人らあ。東は判ことってねえ。あれ２，０００平米ちょっとぐれえあろう。そやか

ら、そこら周りを。業者は広島のプレートが来ようる。まだいまだにしよるけど、できるのはで

きとるけど。そりゃ、あんなもんしよう思うたらペンチで切っていったらすぐ切れるもん、垣も

何もねえ。皆そんなこと言よる。もうだからじげで相談しとかなんだらいけんわ、やっぱしね。

すぐ隣じゃからそないにテレビやこ、ＮＨＫがそないに写し歩いて、暑いというて。そりゃ、家

の裏から照らすんじゃから暑いと思います。ぜひ早目にやっていただきたいと思います。 

○淵本まち整備課長 恐らく面積要件が大きくきいてくるんだと思いますので、今だと１，００

０平米以上でないと都市計画の開発申請のほうは必要になってこないというところがありますの

で、その面積も含めて見直しを考えていきたいと思います。 
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○山本委員長 もうぜひやっぱし地元と話し合いというものを何ぼこもうてもしとったほうが。

もうすぐ地主がわかるから。それ、市長も知っとる思うよ。ぎょうさん国土調査が間違うとると

いうて。子供の折から、うちから真っすぐ道が３メートルほどずうっと行って、溝もへり、南べ

らあったが。それが食い込んでこない、１３０万円ほどこの間補正があったろ。市長は知っとる

と思う。しゃあから、銭がすっとついてすぐ。 

 そりゃ、１０月に買収して１２月に木を切って、６月ごろにそねえな用地を買い歩く、図面変

更やこうができるんで。上の人がすんじゃけえ、ええけどね。もうよう知っとる、それは。答弁

を。 

○淵本まち整備課長 恐らく１３０万円というのは地図訂正の予算ではないかと思うんですけど

も、税務課の管轄になりますので、私のほうでは何とも言えないんですけども、面積要件も含め

て検討させていただきます。 

○山本委員長 ありがとうございました。 

○森本副委員長 いいですか。委員長を交代します。 

              〔委員長交代〕 

○森本副委員長 これから考えていくという話なんですけど、本当に個人の方が隣の土地が小さ

な土地であってももう遊ばせてきて、管理も大変だから太陽光でもしようかっていう話が実際あ

るので、もうちょっと周囲の方が本当に守られるような条例を考えていただきたいなあと思うん

ですけど、そこら辺はどうですか。 

○淵本まち整備課長 どうしても今の条例ですと都市計画でいきますと１，０００平米以上が対

象になっていますので、これをどのぐらいまで小さくしていくかっていうことになろうかとは思

います。農地等の場合であれば農地転用の段階で農業委員会の委員さんですとか、近隣の方の同

意とかが必要になりますので、農業委員会にかけた段階である程度規制がかけられるんですけど

も、農地以外ですとどうしてもこの１，０００平米、あとはもう宅造規制の５００平米というの

がありますけども、宅地造成も切り盛りがやっぱりないということであれば今規制がかけられな

い状態になっていますので、その辺も含めて見直していきたいと思います。 

○森本副委員長 やっぱり市民の方が言われるのはそうやって業者の方が来られたときに、ちょ

っと強い口調で判こを求められると。そういう場合があったときにどこへ相談したらいいのかわ

からないということも言われたりするんですよ。だから、そこら辺は行政として対応すべきじゃ

ないんかなあと私は思うんですけれども、どう思われますか。 

○淵本まち整備課長 正直私ども開発申請の許可を受ける側の部署なんですけども、書類の中で

隣接の方の承諾に署名捺印がなされている場合は、承諾されたというふうにどうしても受け取っ

てしまいますので、そういう相談は、やっぱり警察のほうになるんではないかと思いますね。 

○尾川委員 それを皆一番心配しとる。たまたま今の事例は組織がしっかり対応しとるから何と

か、乱開発とは言わんけど、市を動かして結果的には条例でも改正せにゃいけんかなあという一
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つの動きになったわけなんで、要するに、個人じゃなかなか対応できん、あるいは組織でちゃん

として町内会とか区会とか協議会がちゃんとしてしてくれるんなら、するところがあるんならえ

えけど、意外とそうじゃなしに個人攻撃されたら弱えところがあるから、その辺はどこまでをじ

ゃあ市が関知するかということになったらやっぱりそういう条例をきちっとつくって違反したら

いけませんよ、開発だめですよというふうなことを歯どめをやっぱりかけていかざるを得んと思

うんで、いろんな苦情が出よるわけで、開発を抑えるというんじゃねえけど、やっぱり一つのル

ールに基づいてやっていくようにぜひその条例を整備してもらいたいと思います。 

○淵本まち整備課長 そのあたりしっかり検討させていただきまして、条例を提案させていただ

きます。 

○山本委員長 畑じゃあのに農業委員会にかけてねえからね。それで、言うたら法務局と業者が

話しした言うたりしてな。もう言よることが。ほりゃ、もう裏のお姉さんやこでも、３年ほど前

野菜をつくりよったんよ。へえで、弟らのところはクリの木植えたり、柿の木植えたりしとん

よ。そやから、地目変更しとんじゃったら農業委員会へかけえでもええんかわからんけど、そこ

らがちょっとおかしい。畑じゃあもん。 

○淵本まち整備課長 農業委員会は、里海・里山課のほうの管轄になりますので、済いません、

ちょっとそこはわからないです。 

○山本委員長 ほかにもうよろしいか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これをもちまして総務産業委員会を閉会します。 

              午前１１時４５分 閉会 

 


